
PensionQUESTION ANSWER

保
険
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て

い
る
人

・
第
三
号
被
保
険
者
…
第
二
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者

す
で
に
就
職
し
て
第
二
号
被
保

険
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
の
加

入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

年
金
は
老
後
の
生
活
保
障
の

た
め
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
若
い
人
で
も
、
事
故
や
病
気

で
障
害
を
負
っ
た
と
き
や
、
加
入

者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
そ
の
人

に
生
計
を
支
え
ら
れ
て
い
た
遺
族

に
支
給
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す

（
い
ず
れ
も
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

必
ず
加
入
手
続
き
を
し
て
、
忘
れ

ず
に
保
険
料
を
納
め
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的

に
難
し
い
と
き
に
は
、
免
除
制
度

も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
役
場
保

険
健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

日
本
国
内
に
住
所
の
あ
る
20
歳

以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年

金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
（
被
保
険
者
）
は
就
業
形
態
に

よ
っ
て
次
の
三
種
類
に
分
か
れ
て

い
ま
す
。

・
第
一
号
被
保
険
者
…
自
営
業
の

人
、
農
家
の
人
、
学
生
な
ど

・
第
二
号
被
保
険
者
…
厚
生
年
金

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は

国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
老

後
の
生
活
保
障
や
障
害
を
負
っ
た
と
き
の
た
め
に

も
必
ず
加
入
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

A答え
私
は
今
年
、
成
人
式
を
迎
え
ま
す
。
20
歳
に
な
っ

た
ら
国
民
年
金
に
加
入
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
の

で
す
が
、
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

Q疑問

り
替
え
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す

の
で
、
役
場
保
険
健
康
課
保
険
年

金
班
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
会
社
な
ど
を
退
職
し
た

後
、
そ
の
ま
ま
配
偶
者
の
扶
養
に

入
る
場
合
に
は
、
第
三
号
被
保
険

者
へ
と
切
り
替
わ
り
ま
す
。
配
偶

者
が
勤
務
し
て
い
る
会
社
な
ど
で
、

切
り
替
え
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

退
職
中
に
納
付
し
た
国
民
年
金

保
険
料
は
、
65
歳
か
ら
受
け
取
る

年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
。
未

加
入
だ
っ
た
り
、
保
険
料
の
未
納

が
続
い
た
り
す
る
と
、
老
後
や
障

害
を
負
っ
た
と
き
の
年
金
の
受
給

資
格
な
ど
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き

を
し
ま
し
ょ
う
。

年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的

に
難
し
い
と
き
に
は
、
免
除
制
度

も
あ
り
ま
す
。
お
気
軽
に
役
場
保

険
健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、

全
員
が
国
民
年
金
の
対
象
で
す
。

会
社
な
ど
に
勤
め
て
い
る
間
は
、

第
二
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年

金
に
加
入
し
て
い
る
状
態
で
す
が
、

退
職
な
ど
で
厚
生
年
金
や
共
済
組

合
の
加
入
者
で
な
く
な
っ
た
場
合

は
、
国
民
年
金
の
種
類
が
第
二
号

被
保
険
者
か
ら
第
一
号
被
保
険
者

へ
と
切
り
替
わ
り
ま
す
。
こ
の
切

私
は
早
期
に
会
社
を
退
職
し
ま
し
た
が
、
次
の
就

職
が
決
ま
り
、そ
こ
で
定
年
ま
で
働
く
予
定
で
す
。

退
職
か
ら
再
就
職
ま
で
の
間
も
国
民
年
金
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Q疑問
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
全
員
が
国
民
年
金

の
対
象
で
す
。
退
職
中
に
納
め
た
保
険
料
は
、
65

歳
か
ら
受
け
取
る
年
金
の
額
に
反
映
さ
れ
ま
す
の

で
、
必
ず
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

A答え

年金
Q&A
役場保険年金班☎42局2111番

国民年金の
疑問に

お答えします。
国
民
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くらしの情報

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●長谷別館…42局4659番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗資料館…42局3200番
●くらじの郷…42局8811番

●社会福祉協議会…42局7800番
●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●町立病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局0980番

●火災の発生状況…32局3211番

☎ 問い合わせ先 ☎

く
ら
しの
情
報

今
月
の
納
税
（
１
月
）

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
８

期
分

●
町
県
民
税
︱
第
４
期
分

納
期
限
は
１
月
26
日（
月
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
一
通
に
つ
き
百

円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

家
屋
の
変
更
届
け
出
は

忘
れ
ず
に

家
屋
の
所
有
者
で
、
平

成
20
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で

の
間
に
次
の
よ
う
な
変
更
が

あ
っ
た
人
は
、
忘
れ
ず
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。
▽
家
屋

の
増
築
・
解
体
な
ど
に
よ
り

床
面
積
な
ど
に
変
更
が
あ
っ

た
人
▽
登
記
さ
れ
て
い
な
い

家
屋
の
所
有
権
移
転
（
売
買
・

贈
与
・
相
続
）
し
た
人

●
届
け
出
期
限　

１
月
30
日

（
金
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

税
金
の
納
付
は

安
心
・
便
利
で
確
実
な

口
座
振
替
で

個
人
が
納
め

る
町
税
は
、
口

座
振
替
に
す
る

と
金
融
機
関
へ

行
く
手
間
が
い

ら
ず
、
納
め
忘
れ
も
な
く
て

安
心
で
す
。
毎
月
15
日
ま
で

に
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
月
か

ら
口
座
振
替
が
で
き
ま
す
。

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申
込
用
紙
は
町
内
の
金
融
機

関
や
役
場
税
務
住
民
課
に
あ

り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
登
録
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

協
、
福
岡
ひ
び
き
信
用
金

庫
、
福
岡
銀
行
、
西
日
本

シ
テ
ィ
銀
行
、
り
そ
な
銀

行
、
郵
便
局

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
税
務
班
ま
で

確
定
申
告
は
お
早
め
に

２
月
16
日
か
ら
開
始

確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
所
得
税
な

ど
の
確
定
申
告
期
間
は
次
の

と
お
り
で
す
。

●
申
告
期
間　

▽
所
得
税
＝

２
月
16
日
（
月
）
か
ら
３

月
16
日
（
月
）
ま
で
（
還

付
申
告
は
申
告
期
間
の
前

か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
）

▽
贈
与
税
＝
２
月
２
日

（
月
）
か
ら
３
月
16
日
（
月
）

ま
で
▽
個
人
事
業
者
の
消

費
税
・
地
方
消
費
税
＝
１

月
か
ら
３
月
31
日
（
火
）

ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

直
方
税
務

署
☎
２
２
局
０
８
８
０
番

ま
で

西
村
弁
護
士
の

無
料
法
律
相
談

西
村
浩
二
弁
護
士
に
よ
る

無
料
法
律
相
談
が
行
わ
れ
ま

す
。
受
付
は
七
人
ま
で
で
す
。

●
と
き　

１
月
14
日（
水
）
▽

受
付（
順
番
の
抽
選
）＝
午

後
０
時
45
分
か
ら
▽
相
談

＝
午
後
１
時
か
ら
４
時
ま

で

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
婦

人
相
談
員
兼
母
子
自
立
支
援

員
、
行
政
相
談
委
員
の
皆
さ

ん
が
、
あ
な
た
の
悩
み
に
お

こ
た
え
し
ま
す
。

●
と
き　

１
月
26
日（
月
）▽

受
付
＝
午
後
０
時
45
分
か

ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時
か

ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

く
ら
じ
の
郷

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

一
人
で
悩
ま
ず

ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
は

特
設
人
権
相
談
所
ま
で

人
権
擁
護
委
員
や
弁
護
士

の
皆
さ
ん
が
、
人
権
に
つ
い

て
の
相
談
に
応
じ
て
く
れ
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

●
と
き　

▽
弁
護
士
に
よ
る

相
談
＝
毎
月
第
二
木
曜
日

午
後
１
時
か
ら
午
後
４
時

ま
で
▽
人
権
擁
護
委
員
な

ど
に
よ
る
相
談
＝
毎
週
月
・

火
・
金
曜
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
毎

月
第
一
、
第
三
木
曜
日
の

午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で

●
と
こ
ろ　

福
岡
法
務
局
直

方
支
局

●
相
談
内
容　

い
じ
め
、
同

和
問
題
、
法
律
問
題
、
家

庭
内
の
も
め
ご
と
、
近
隣

と
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法

務
局
直
方
支

局
☎
２
２
局

１
１
４
４
番
ま

で

税
金

相
談

Calendar
2009
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

１
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女
性
の
た
め
の

無
料
法
律
相
談
会

福
岡
県
青
年
司
法
書
士
協

議
会
で
は
、「
司
法
書
士
に
よ

る
女
性
の
た
め
の
無
料
法
律

相
談
会
」
を
実
施
し
ま
す
。

Ｄ
Ｖ
問
題
、
多
重
債
務
、
生

活
保
護
、
セ
ク
ハ
ラ
な
ど
に

つ
い
て
司
法
書
士
が
相
談
に

応
じ
て
く
れ
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。

●
と
き　

１
月
18
日（
日
）▽

受
付
＝
午
前
10
時
か
ら
午

後
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

福
岡
県
司
法
書

士
会
館

●
相
談
用
電
話　

☎（
０
９
２
）

７
２
４
局
９
５
０
５
番
ま

で
●
面
談
予
約　

面
談
に
は
事

前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

☎
（
０
９
２
）
７
５
２
局

８
２
７
０
番
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県

青
年
司
法
書
士
協
議
会

☎
（
０
９
２
）
７
５
２
局

８
２
７
０
番
ま
で

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の

就
労
支
援

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
（
児

童
扶
養
手
当
受
給
者
）
を
対

象
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携

し
て
就
労
を
支
援
し
て
い
ま

す
。
支
援
を
希
望
さ
れ
る
人

は
、
居
住
す
る
町
役
場
で
面

談
を
実
施
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
母

子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
（
飯
塚
市
）

☎
（
０
９
４
８
）
２
１
局

０
３
９
０
番
ま
で

一
人
で
悩
む
前
に


電
話
相
談
へ
ど
う
ぞ

福
岡
県
母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
や
離

婚
協
議
中
の
人
を
対
象
に
養

育
費
の
電
話
相
談
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

●
と
き　

平
日
の
午
前
９
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
母

子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
（
春
日
市
）

☎
（
０
９
２
）
５
８
４
局

３
９
３
１
番
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

１
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す（
か
っ

こ
内
は
担
当
の
メ
ー
カ
ー
。

役
場
福
祉
人
権
課
の
相
談
で

は
、
受
付
順
の
番
号
札
を
配

布
し
ま
す
）。

●
役
場
福
祉
人
権
課　

▽
と

き
＝
１
月
13
日（
火
）午
後

３
時
か
ら
４
時
ま
で（
九
州

リ
オ
ン
）▽
と
き
＝
１
月
15

日
（
木
）午
後
１
時
か
ら
２

時
ま
で（
あ
さ
ひ
補
聴
器
）

▽
と
き
＝
１
月
28
日
（
水
）

午
後
１
時
か
ら
２
時
ま
で

（
小
倉
補
聴
器
）

●
町
立
病
院　

▽
と
き
＝
１

月
10
日（
土
）午
後
２
時
か

ら
５
時
ま
で（
九
州
リ
オ
ン
）

▽
と
き
＝
１
月
27
日（
火
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
九
州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま

で
お
風
呂
は
お
休
み
で
す

く
ら
じ
の
郷
の
休
館
日

く
ら
じ
の
郷
の
福
祉
棟（
お

風
呂
）と
勤
労
者
ふ
れ
あ
い
棟

（
体
育
館
）の
１
月
の
休
館
日

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

●
休
館
日　

１
日
か
ら
３
日

ま
で
（
年
始
）、５
日
（
月
）、

12
日（
祝
）、
18
日（
日
）、

19
日（
月
）、
26
日（
月
）

で
す

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

転
出
・
転
居
の
際
は

水
道
中
止
等
の
手
続
き
は

忘
れ
ず
に

引
越
し
な
ど
に
よ
る
転
出

や
転
居
の
際
は
、
水
道
中
止

等
の
申
請
手
続
き
を
忘
れ
ず

に
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下

水
道
課
上
水
道
班
ま
で

責
任
技
術
者
と

指
定
工
事
店
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す

町
で
は
、
平
成
20
年
度
下

水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
と
指
定
工
事
店
の
申
請

を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま

す
。
指
定
工
事
店
の
申
請
が

で
き
る
の
は
、
町
に
登
録
し

て
い
る
責
任
技
術
者
を
雇
用

し
て
い
る
工
事
店
だ
け
で
す
。

●
責
任
技
術
者　

▽
期
間
＝

２
月
２
日（
月
）
か
ら
13
日

（
金
）
ま
で
▽
と
こ
ろ
＝
役

場
上
下
水
道
課
下
水
道
班

▽
登
録
手
数
料
＝
二
千
円

（
更
新
手
数
料
＝
一
千
円
）

▽
必
要
な
も
の
＝
申
請
書

（
２
月
２
日
か
ら
上
下
水
道

課
下
水
道
班
で
配
付
）、住

民
票
、写
真
、平
成
20
年
度

責
任
技
術
者
試
験
合
格
証

の
写
し
な
ど

●
指
定
工
事
店　

▽
期
間
＝

３
月
２
日（
月
）
か
ら
13
日

（
金
）
ま
で
▽
と
こ
ろ
＝
役

場
上
下
水
道
課
下
水
道
班

▽
登
録
手
数
料
＝
一
万
円

（
更
新
手
数
料
＝
五
千
円
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
上
下

水
道
課
下
水
道
班
ま
で

あ
な
た
の
血
液
を

分
け
て
く
だ
さ
い

献
血
に
ご
協
力
を

一
般
献
血
を
次
の
と
お
り

行
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

●
と
き　

１
月
30
日
（
金
）

時
間
は
午
前
９
時
30
分
か

ら
正
午
ま
で
、
午
後
１
時

か
ら
３
時
30
分
ま
で

●
と
こ
ろ　

鞍
手
町
役
場
福

祉
人
権
課
横
入
口

●
対
象
者　

18
歳
か
ら
69
歳

ま
で
の
人
（
65
歳
以
上
の

人
は
、
60
歳
か
ら
64
歳
ま

で
に
献
血
経
験
の
あ
る
人
、

ま
た
、
男
女
と
も
体
重
が

50
㎏
以
上
の
人
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班

次
世
代
育
成
支
援
の

ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど

も
に
対
す
る
支
援
や
育
成
を

行
う
た
め
「
次
世
代
育
成
支

援
対
策
推
進
法
」
が
制
定
さ

れ
、
平
成
17
年
度
か
ら
各
自

治
体
に
お
い
て
は
「
行
動
計

画
」
を
策
定
し
実
施
し
て
い

ま
す
。

当
町
に
お
い
て
も
子
育
て

支
援
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
平

成
21
年
度
に
は
、
次
世
代
育

成
支
援
行
動
計
画
（
後
期
）

の
見
直
し
が
行
わ
れ
る
た
め
、

０
歳
児
か
ら
小
学
校
６
年
生

の
子
ど
も
を
持
つ
、
子
育
て

中
の
保
護
者
の
皆
さ
ん
の
希

望
や
ご
意
見
を
伺
う
た
め
、

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
２
月
に

実
施
し
ま
す
。
調
査
票
が
お

手
元
に
届
い
た
際
は
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
児
童
人
権
班

くらしの情報

お
知
ら
せ

寒
さ
が
大
敵

凍
ら
な
い
よ
う
に

十
分
な
対
策
を

いよいよ一年で最も寒い時
期がやって来ます。寒いとき
は水道管が凍結して破裂する
ことがあります。むき出しに
なった水道管には保温チュー
ブを巻いたり、寝る前に糸が
引く程度に水を流したままに
すると凍結の予防になります。
もし水道管が凍って水が出な
くなった場合はぬるま湯をか
けて溶かしてください。熱湯
をかけると、かえって破裂す
る恐れがあります。
●問い合わせ　役場上下水道
課上水道班まで

水道管の破裂にご注意を
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くらしの情報

恩
給
欠
格
者
、
引
揚
者
、

戦
後
強
制
抑
留
者
の

皆
さ
ん
に
特
別
慰
労
品
を

贈
呈
し
て
い
ま
す

平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

で
は
、
次
の
と
お
り
恩
給
欠

格
者
、
引
揚
者
、
戦
後
強
制

抑
留
者
の
皆
さ
ん
に
特
別
慰

労
品
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。

引
揚
者
は
終
戦
の
日
ま
で
引

き
続
き
１
年
以
上
外
地
で
生

活
を
し
て
い
て
戦
後
引
き
上

げ
て
き
た
家
族
全
員
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
受
け
る
資
格

は
あ
っ
た
け
れ
ど
請
求
し
な

か
っ
た
人
な
ど
、
早
急
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
請
求
書
の
配
布　

役
場
福

祉
人
権
課
の
窓
口
で
配
布

し
て
い
ま
す

●
請
求
期
限　

平
成
21
年
３

月
31
日
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

資
格
要
件

な
ど
詳
し
い
こ
と
は
、
平

和
祈
念
事
業
特
別
基
金
☎

（
０
１
２
０
）
２
３
４
局

９
３
３
番
ま
で

障
害
者
手
帳
が
な
く
て
も

税
の
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
も
、

申
請
に
よ
り
、
障
害
者
に
準

ず
る
人
と
し
て
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
住

民
税
や
所
得
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
人
が
こ
の
認
定
書
を

持
っ
て
い
れ
ば
、
障
害
者
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
対
象　

身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
65
歳
以
上

の
人
で
、
介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
が
、
要
介
護
１

か
ら
要
介
護
５
ま
で
の
人

●
申
請　

本
人
ま
た
は
家
族

が
、
役
場
福
祉
人
権
課
福

祉
高
齢
者
班
で
申
請
（
介

護
保
険
被
保
険
者
証
と
印

か
ん
が
必
要
で
す
）

●
認
定
書
交
付
の
基
準　

▽

障
害
者
控
除
＝
身
体
障
害

者
の
障
害
等
級
表
（
３
級

か
ら
６
級
）
ま
た
は
知
的

障
害
者
の
障
害
の
程
度
（
重

度
以
外
）
と
同
程
度
の
障

害
が
あ
る
こ
と
▽
特
別
障

害
者
控
除
＝
身
体
障
害
者

の
障
害
等
級
表
（
１
級
・

２
級
）
ま
た
は
知
的
障
害

者
の
障
害
の
程
度
（
重
度
）

と
同
程
度
の
障
害
が
あ
る

こ
と

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

介
護
保
険
料
の

納
付
証
明
書
は

申
請
手
続
き
が
必
要
で
す

介
護
保
険
料
の
納
付
証
明

書
の
発
行
に
は
申
請
手
続
き

が
必
要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

手
続
な
ど

詳
し
い
こ
と
は
役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
高
齢
者
班
ま
で

介
護
保
険
証
を

送
り
ま
す

福
岡
県
介
護
保
険
広
域
連

合
で
は
、
２
月
に
65
歳
を
迎

え
る
人（
昭
和
19
年
２
月
２
日

か
ら
３
月
１
日
ま
で
に
生
ま

れ
た
人
）に
、
１
月
中
に
介
護

保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

将
来
、
介
護
が
必
要
に
な
っ

た
と
き
や
介
護
認
定
申
請
の

と
き
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
65
歳
に
な
る

前
に
介
護
の
認
定
を
受
け
た

人
に
は
、
す
で
に
保
険
証
を

交
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
今

回
は
お
送
り
し
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
高
齢
者
班

ま
た
は
福
岡
県
介
護
保
険

広
域
連
合
☎（
０
９
２
）

６
４
３
局
７
０
５
５
番
ま

で

あなたの応援が
町を元気にします

ふるさと納税とは、生まれ育ったふるさと
やふるさとではなくてもあの町を応援したい、
貢献したいという気持ちを「税」という形で
実現し、都市と地方との税収の格差是正を図
る納税制度です。

しかし、納税制度といいながら実際には「寄
附制度」を活用し、地域の活性化を図ること
を目的としています。
●税法上の優遇税制
　平成 20 年４月 30 日に公布された「地方税

法等の一部を改正する法律」により、地方
公共団体に対する寄附金税制が大幅に拡充
されました、これまでは、寄附額の 10 万円
を超える額が所得控除の対象となっていま
したが、これからは５千円を越える額の一
定額が翌年度に課税される個人住民税の税
額から全額税額控除されることになりまし
た。

●寄附金の使い道
  お寄せいただいた寄附金は美しい自然環境や

豊かな田園風景を守りながらいきいきとし
た個性のあるまちづくりを推進し、住民参
画型の地方自治の確立を目指していきます。

●問い合わせ　詳しい内容は役場企画財政課
政策財政班または、町公式ホームページまで

ふるさと納税にご協力を

定
額
給
付
金
の

給
付
を
装
っ
た

振
り
込
め
詐
欺
に

ご
注
意
を
!!

定額給付金の給付を装った「振
り込め詐欺」や「個人情報の詐取」
にご注意ください。現時点で、市
区町村や総務省が住民に世帯構成
や銀行口座の番号などの個人情報
を照会することは絶対にありませ
ん。

総務省では、「定額給付金の給
付を装った振り込め詐欺などの犯
罪防止」のためのホームページを
開設しています。

産業別最低賃金が改正
福岡県産業別最低賃金が次のと

おり改正されました。
１時間／円

業　種 賃金
製鉄業、鉄鋼・製鋼圧延業、鋼
材製造業 800円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器
具製造業

766円

輸送用機械器具製造業 786円
百貨店、総合スーパー 740円
自動車（新車）小売業 781円
各種商品小売業 710円
これらの産業別最低賃金に該

当しない業種は、平成 20 年 10 月
５日に改正された福岡県最低賃金

（時間額 675 円）が適用されます。
●問い合わせ　福岡労働局労働基

準部賃金課☎（０９２）４１１
局４５７８番まで

自宅や職場などに町や総務
省の職員などをかたった電話が
かかってきたり、郵便物が届い
たら迷わず役場や最寄の警察、
ま た は 警 察 相 談 電 話　　　　

（＃９１１０）番へ　　　　　　
ご連絡ください。

広報くらてに広告を掲載しませんか。
◉掲載料（１か月あたり）
　▶全一段（縦43㎜×横187㎜）…１万円
　▶半一段（縦43㎜×横 91㎜）…５千円
◉申し込み期限　発行日（毎月１日）の40日前まで
◉掲載の可否　事前審査により決定
◉申し込み・問い合わせ　役場総務課庶務管財班まで

募集します!!

13−2009.１



入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
窓

口
負
担
額
や
食
事
代
の
負
担

が
軽
減
さ
れ
る
証
明
書
を
発

行
し
ま
す
。
こ
の
証
明
書
は
、

申
請
し
た
月
の
１
日
か
ら
し

か
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
入
院

が
決
ま
っ
た
と
き
は
前
も
っ

て
手
続
き
を
し
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証
、
印
か
ん
、
過
去
１

年
間
に
90
日
を
超
え
る
入

院
が
あ
っ
た
人
は
入
院
期

間
が
確
認
で
き
る
書
類
（
領

収
証
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

現
在
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
70
歳

未
満
の
人
は
限
度
額
適
用
認

定
証
を
、
74
歳
以
下
で
住
民

税
が
非
課
税
と
な
っ
て
い
る

世
帯
の
人
は
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す

る
こ
と
で
、
そ
の
医
療
機
関

で
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
で
済

み
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
後

で
高
額
療
養
費
の
払
い
戻
し

申
請
を
す
る
必
要
は
な
く
な

り
ま
す
。
こ
の
認
定
証
は
、

次
の
と
お
り
事
前
に
申
請
す

る
こ
と
で
交
付
さ
れ
ま
す
。

申
請
し
た
月
の
１
日
か
ら
有

効
と
な
り
ま
す
の
で
、
も
し

入
院
が
決
ま
っ
た
場
合
は
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
認
定
証
は
国
民
健
康

保
険
税
の
納
め
忘
れ
が
あ
る

場
合
に
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん

の
で
、
保
険
税
は
必
ず
納
期

内
に
納
め
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
・
印
か
ん
・

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

で
、
過
去
１
年
間
に
90
日

を
超
え
る
入
院
が
あ
っ
た

人
は
、
入
院
期
間
が
確
認

で
き
る
書
類
（
領
収
証
な

ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

十
四
日
以
内
に

必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
て
い
る
世
帯
の
全

員
、
ま
た
は
そ
の
一
部
の
人

に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
、
14

日
以
内
に
役
場
保
険
健
康
課

保
険
年
金
班
へ
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。
届
け
出
を
忘

れ
た
り
、
遅
れ
た
り
す
る
と

保
険
証
を
使
っ
た
医
療
が
受

け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

国
保
の
高
齢
受
給
者
証
を

交
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者

で
70
歳
を
迎
え
た
人（
昭
和
14

年
１
月
２
日
か
ら
２
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
人
）に
国
民

健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証

を
次
の
と
お
り
交
付
し
ま
す
。

●
交
付
す
る
日　

１
月
29
日

（
木
）午
前
９
時
か
ら

●
と
こ
ろ　

役
場
保
険
健
康

課
保
険
年
金
班
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
、
印
か
ん

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
保
険
年
金
班
ま
で

町内の
交通事故
発生状況

【11 月中】

（かっこ内は前年比）

● とき１月 14 日（水）
午前 10 時から午後 3
時まで

● ところ　ハピネスなかま
（中間市通谷）

● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６２２局０４０３番まで

【累　計】
件 数 128 人（－12） 件 数 193 件（＋ 10）

死 者 120人（±10） 死 者 120人（±10）

傷 者 110 人（－11） 傷 者 129 人（＋28）

巡回
交通事故

相談

休日
在宅医
診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

朗読サークルの皆さんが、いろ
りのそばで昔話や絵本の読み聞か
せをしてくれます。親子で聞きに
来てみませんか。
● とき　１月 10 日（土）午前 10

時から
● ところ　歴史民俗資料館
● 問い合わせ　歴史民俗資料館まで

い
ろ
り
ば
た

お
話
の
会

楽
し
い

お
話
い
っ
ぱ
い

聞
け
る
よ
。

● 1月1日～3日 町立病院（城ヶ崎）
　　　　　　　　　 ☎４２局１２３１番
● 1月 4日（日）町立病院（城ヶ崎）

● 1月11 日（日）町立病院（城ヶ崎）
● 1月12 日（祝）のりまつ医院（猪倉）

　　　　　　　　　 ☎４２局７００８番

● 1月18 日（日）梅谷医院（本町）

　　　　　　　　　 ☎４２局３３７７番

● 1月25 日（日）町立病院（城ヶ崎）　
● 2月 1日（日）木原医院（山ヶ崎）
　　　　　　　　　 ☎４２局５００５番

休日の夜間の体調不良は
急患センターへ。

● 問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

※第２日曜日は、小児科のみ診療時間を拡大し、
午前９時から対応しています。

１月10日は

くらしの情報

※暴力団に関する情報提供を
　お願いします

◉急を要さない相談や要望などは
相談専用電話「＃9110」までご連絡を

緊急時 あなたを守る
110 番

相談は 安心ダイヤル 
＃ 9110

「110番」の日
◉緊急対応を要す
る際は、躊躇する
ことなく「110番」
へ通報を
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農
家
の
皆
さ
ん

農
業
委
員
選
挙
人
名
簿

登
載
申
請
を
お
忘
れ
な
く

農
業
委
員
選

挙
人
名
簿
へ
の

登
載
申
請
は
、

農
業
委
員
選
挙

を
正
し
く
公
平

に
行
う
た
め
の
大
切
な
申
請
で

す
。
申
請
書
は
12
月
中
に
配
布

し
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
改
選

の
年
で
す
。
忘
れ
な
い
よ
う
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
先　

各
地
区
農
業
実
行

組
合
長
ま
た
は
農
業
委
員
会

（
役
場
内
）

●
提
出
期
限　

平
成
21
年
１
月

９
日
（
金
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
選
挙

管
理
委
員
会
（
役
場
税
務
住

民
課
住
民
班
）
ま
た
は
農
業

委
員
会
事
務
局
ま
で

ふ
れ
あ
い
Ｈ
Ａ
Ｎ
Ｄ

講
演
会
の
ご
案
内

福
岡
県
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
で
は
、
次
の
と
お
り
講

演
会
を
行
い
ま
す
。
思
春
期
の

子
ど
も
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合

い
、
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が

将
来
の
社
会
的
自
立
に
結
び
つ

く
の
か
、
ま
た
保
護
者
、
学
校
、

家
庭
、
関
係
機
関
の
役
割
に
つ

い
て
一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。
皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

●
と
き　

２
月
13
日（
金
）午

後
２
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ　

直
方
鞍
手
医
師
会

館
（
直
方
市
山
部
８
０
８
番

１
３
号
）

●
内
容　

講
演
会
「
思
春
期
の

子
ど
も
と
向
き
合
う
た
め

に
」

●
参
加
費　

無
料

●
申
込
期
限　

１
月
30
日（
金
）

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
鞍
手
保
健
福
祉
環
境

事
務
所
保
健
福
祉
課
障
害
者

福
祉
係
☎
２
３
局
３
１
１
９

番
ま
で

ご
利
用
く
だ
さ
い

情
報
公
開
等
に
関
す
る

総
合
案
内
所

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

総
合
案
内
所
で
は
、
国
の
行
政

機
関
・
独
立
行
政
法
人
・
国
立

大
学
法
人
な
ど
の
情
報
公
開
制

度
お
よ
び
個
人
情
報
保
護
制
度

に
つ
い
て
の
ご
相
談
や
お
問
い

合
わ
せ
に
対
し
、
ご
案
内
や
情

報
提
供
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
開
設
時
間　

平
日
の
午
前
９

時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

総
務
省
九
州

管
区
行
政
評
価
局
内
（
福
岡

市
博
多
区
博
多
駅
東
２
丁
目

１
１
番
１
号
）
☎
（
０
９
２
）

４
３
１
局
７
０
８
３
番
ま
で

次
の
方
々
か
ら
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
（
か
っ
こ
内
は
故

人
。
故
人
敬
称
略
）。

●
町
立
病
院
へ【
香
典
返
し
】

▽
久
保
田
シ
ゲ
子
様
＝
中
山
本

村
（
一
秋
）

▽
御
舩
信
夫
様
＝
城
ヶ
崎（
光
）

▽
荒
木
圭
介
様
＝
中
山
本
村

（
ミ
サ
キ
）

▽
樋
口　

徹
様
＝
城
ヶ
崎
（
キ

タ
エ
）

▽
長
谷
ユ
リ
子
様
＝
八
尋
（
末

雄
）

くらしの情報

愛の
贈
り
も
の

厚生労働省では、妊娠健康診査の
受診と早期の妊娠届けを奨励していま
す。
●妊娠したらどうしたらいいの？
妊婦検査を必ず受けましょう

　少なくとも毎月１回（妊娠 24週以
降には２回以上。さらには、妊娠
36週以降は毎週１回）、医療機関な
どで健康診査を受けましょう。

●妊婦健康診査って何？　
　妊婦さんの健康やおなかの赤ちゃん
の育ち具合をみるため、身体測定や
血液・血圧・尿などを検査します。
特に、貧血、妊娠高血圧症候群、妊
娠糖尿病などの病気は、おなかの赤
ちゃんの発育に影響し、母体の健康
を損なうことがあります。

●妊娠したら誰に相談すればいいの？
専門家の保健指導を受けましょう。

　妊娠に気づいたら、居住区の市町村
の窓口に出来るだけ早く妊娠の届出
を行ってください。窓口では、母子
健康手帳の交付、妊婦健診を公費で
受けられる受診券、保健師などによ
る相談、母親学級の紹介や情報提供
を受けることができます。

●問い合わせ　
　役場保険健康課健康増進班、または
鞍手保険福祉環境事務所保険福祉課
高齢者・児童家庭係☎２２－３４１２番
まで

すこやかな
妊娠と
出産のために

町内５保育所の
入所受付が
始まります

１月13日
　　　から

　　　　　　平成 21年度の３つの町立保
　　　　　　育所と２つの私立保育所の入所
　　　　　　受付を次のとおり行います。
●とき　１月13日（火）から１月 30日（金）
まで。

●ところ　役場福祉人権課児童人権班または
各保育所

　時間は午前８時 30分から午後５時 15分ま
で

●入所条件　①保護者や同居の親族が仕事を
している家庭の児童②母親が出産や病気、
看病、介護などのため、日中に保育ができ
ない家庭の児童

●対象者　生後６か月から小学校入学前まで
の児童

●保育料　保護者が負担する税額によって異
なります

●問い合わせ　申込書は役場福祉人権課児童
人権班や各保育所に準備しています。詳し
いことは役場福祉人権課児童人権班までお
尋ねください

鞍手町では、次のとおり税務住民課・会
計収納対策課・教育課（中央公民館）の窓口
業務を延長しています。日中は仕事が忙しく
て役場や中央公民館へ行けない人や夕方しか
時間が取れないという人はぜひご利用くださ
い。
●とき　毎週木曜日。時間は午後７時まで（祝
日や役場閉庁日・休館日を除く）

●税務住民課　所得証明・納税証明・評価証
明の発行、納税相談、戸籍・住民票・印鑑
証明書の発行など

●会計収納対策課　町税・町営住宅の家賃・
保育料・水道料・下水道使用料の収納業務

●教育課（中央公民館）　中央公民館・体育施
設の使用手続き

●問い合わせ　時間外窓口では取り扱いがな
い業務もあります。詳しいことは役場税務
住民課・会計収納対策課・教育課まで

時間外窓口を開設しています

毎
週
木
曜
日
は

窓
口
業
務
を

延
長
し
て
い
ま
す

４月１日より保育所の一部民営化により、剣第
二保育所と西川第二保育所は社会福祉法人明星福
祉会の運営となります。ただし、入所条件や受付、
保育料は今までと変わりません。
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